
3 期間制限のルールが変わります

現在の期間制限（いわゆる26業務以外の業務に対する労働者派遣について、派遣期間の上限を原則１年（最長３年）とするも
の）を見直します。施行日以後に締結／更新される労働者派遣契約では、すべての業務に対して、派遣期間に次の２種類の制
限が適用されます。

施行日時点ですでに締結されている労働者派遣契約については、その労働者派遣契約が終了するまで、改正前の法律の期間制限が適用されます。経過措置

同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は、原則、３年が限度となります。
派遣先が３年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。

1. 派遣先事業所単位の期間制限

（１回の意見聴取で延長できる期間は３年まで）

（例）

受入開始

◯◯支店◯◯支店

3年 過半数労働組合
等への意見聴取 3年

同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、３年が限度となります。

2. 派遣労働者個人単位の期間制限

（例）

受入開始

◯◯支店◯◯支店

3年

過半数労働組合
等への意見聴取人事課1係

会計課

同じ人について、３年を超えて同じ課への派遣は×

人事課2係

別の人の場合、同じ課への派遣○

課が異なれば、同じ人の派遣○

▪派遣元で無期雇用されている派遣労働者　　▪60歳以上の派遣労働者など

以下の方は、例外として期間制限の対象外となります。
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GAIA COMMUNICATIONS Inc.
33

TEL/03-6862-6811  FAX/03-3234-7332
（電話受付時間:9:30～18:00）
※土日・祝日も毎日営業

株式会社 ガイアコミュニケーションズ
フィールドプロモーションサービス

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1 
新紀尾井町ビル3Ｆ

【本社】

ガイア本社

関西オフィス

銀座線・丸ノ内線　赤坂見附駅より徒歩5分  
南北線・半蔵門線　永田町駅より徒歩8分  
有楽町線　麹町駅より徒歩6分 
JR線　四ツ谷駅より徒歩7分

TEL/06-6476-8411  FAX/06-6476-8412
（電話受付時間:9:30～18:00）
※土日休業

〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-5-2
フェザービル3F

【関西オフィス】

東西線　　北新地駅より徒歩7分
四つ橋線　西梅田駅より徒歩7分
京阪電車　渡辺橋駅より徒歩4分
京阪電車　大江橋駅より徒歩4分

【ご相談時に教えて頂きたい内容】
1. ハラスメントと感じた事象が起こった日時　2. どこで起こったか　3. どのようなことを言われたのか、強要されたのか
4. 誰に言われたのか、強要されたのか　5.その時、誰がみていたか

ハラスメント相談窓口

各種ハラスメントのご相談を受け付ける相談窓口を設置しております。
快適な職場環境のため、ご活用ください。もちろんプライバシー・秘密は守りますのでご安心ください。

※内容により回答までに数日かかる場合もございます。
※お電話や面談にて直接相談を希望される場合、下記アドレス宛にその旨をメール下さい。

MAIL／helphelpgaia@gmail.com


